
地籍調査Ｑ＆Ａ ①

シリーズ地籍調査⑦

地籍調査の推進にご理解とご協力をお願いします。
建設課地籍調査担当 ☎８２－１２２２

出典：地籍調査Webサイト　（http://www.chiseki.go.jp/copyright/index.html）

杭を残して          残さず！！！悔い

Ａ１   平 成 ２８ 年 度 より 着 手 して い ま す。単 位 区 域（ 単 年 度 調 査 区 域 ）は 山 村 境
界 基 本 調 査（ 国 ）が 終 わ って い る 、「 大 字 安 戸」か ら の 実 施 を して い ま す。

Ｑ１　着手予定年度と調査予定区域は

Ａ２   調 査 は 、通 常 、一 地 域 を３ 年 程 度 で 完 了し ま す。１年 目 は 計 画 、準 備 、一 筆
地 調 査 を 、２ 年 目 に は 、一 筆 地 調 査（ 現 地 ）、地 籍 測 量 を 、３ 年 目 に は 、地
積 測 定 、地 籍 図 、地 籍 簿 案 の 作 成 や 成 果 の 認 証 を 行 い ま す。そ の 後 、地 籍
図 、地 籍 簿 を 法 務 局 へ 送 付 し ま す。

Ｑ２　調査期間の予定は

Ａ３   地 籍 調 査 を 実 施 す る に あ た り 、土 地 所 有 者 の 皆 さ ま に 事 業 の 説 明 や 作
業 予 定 、立 会 な ど の お 願 い を す る た め に 開 催 し ま す。地 籍 調 査 を 円 滑 に
進 め る た め に は 、土 地 所 有 者 の 皆 さ ん の ご 理 解 とご 協 力 が 最 も 重 要 で あ
り ま す の で 、ご 出 席 を お 願 い し ま す。

Ｑ３　地元説明会の案内が届きましたが

Ａ４   境 界 確 認 の 立 会 い は 、土 地 所 有 者 の 皆 さ ま の 土 地 を 守 る 大 切 な 立 会 い
で す の で 、必 ず 立 会 って い た だ き ま すよ う お 願 い し ま す。ま た 、可 能 な 限
り 、調 査 当 日 ま で に 、隣 接 の 所 有 者 と 境 界 を 確 認 して お い てく だ さ い 。

Ｑ４　現地立会い（一筆地調査）の案内が届きましたが

Ａ５   代 理 の 方 に 立 会 い を お 願 い し てく だ さ い 。そ の 際 は 委 任 状（ 所 定 様 式 ）
に 必 要 事 項 を 記 入して い た だ き 、当 日 、代 理 の 方 か ら 提 出 して い た だ くこ
と に な り ま す。こ の 場 合 、代 理 の 方 は 認 印 を ご 持 参 く だ さ る よう お 願 い し
ま す。ご 家 族 の 代 理 で も 委 任 状 が 必 要 で す。

Ｑ５　現地立会い当日、都合がつかず立会いができないのですが
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